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第 １５９ 回奥出雲町農業委員会総会議事録 

 
１．日   時  平成 ３０ 年 ５ 月 ２３ 日（ 水 ） 午前９時～午前１１時 

 

２．場   所  奥出雲町役場 横田庁舎３階 大会議室 

 

３．出席委員 （ ３８名 ） 

２ 番  安 部 庸 造   ３ 番  石 原 啓 士   ４  番  高 橋 惠 子 

５  番  勝 田 律 江    ６ 番  内 田 吉 彦   ７ 番  藤 原  功   ８ 番   松 原 武 雄   

９ 番  佐 伯 徳 明   １ ０ 番  若 槻 隆 季   １ １ 番  濱 田 正 敏   １ ２ 番  山 内 博 文 

１ ３ 番  宇田川光好   １ ４ 番  勝 部 定 次   １ ５ 番  藤 原 純 夫   １ ６ 番  森 山 富 夫 

１ ７ 番  渡部  光義   １ ８ 番  藤 原 一 利   １ ９ 番  和久利  勝    ２ ０ 番  八 澤 幹 夫  

２ １ 番  若 槻  進   ２ ２ 番  植 田 良 二   ２ ３ 番  和久利  健   ２ ５ 番  藤 原 力 夫   

２ ６ 番  石 原 隆 幸   ２ ７ 番  立 石  覚   ２ ８ 番  藤 原   修   ２ ９ 番  金 倉 弘 美      

３ １ 番  大 坂  茂   ３ ２ 番  福 本 成 美   ３ ４ 番  嵐 谷 和 則   ３ ５ 番  松 原 康 夫   

３ ７ 番  若 槻    保    ３ ８ 番  高 橋 政 伸    ３ ９ 番   田 部 一 夫    ４ ０ 番  中 林   孝 

４ １ 番  澤 井 浩 二    ４ ２番   𠮷 田 貞 一    ４ ３ 番   内 田 勝 幸 

  

                    

４．事務局又は説明者 

農業委員会  事 務 局 長  吉 川 明 広 

応 招 者   農業振興課 農政グループ 企画員    山 田 和 彦 

       

 

５．欠席委員（ 5名 ） 

      １番 原田委員  ２４番 岩田康男委員 ３０番 小池委員 ３３番 安部委員 ３６番 岩田孝史委員 

６．議事日程 

日程第１号  議事録署名委員の指名 

日程第２号  報 告 １  農地の合意解約に関する届出について 

議案第１号  非農地証明交付申請の承認について 

議案第２号  農地の所有権移転等許可申請について（３条） 

議案第３号  農地の転用許可変更申請について（４条） 

議案第４号  農用地利用集積計画の承認について（利用権設定） 

議案第５号  奥出雲農業振興地域整備計画ついて 

 

 そ の 他    
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７．議事 

 

発信者 議事要旨 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 総会に入ります前に、先月開催の第１５８回総会でのご質問についてお答えのほうをさせていた

だきたいと思います。議案第６号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について の番号１２についてですが、議案書のほう、登記簿地目が山林となっておりました。確認

したところ、登記については議案書の通り山林となっておりました。当時地目を山林から田に地目

変更の際に地目変更の届出のほうがされておらず、息子さんが相続登記されましたけれども、相

続登記した時もわからなかったという事でした。今後担当委員さんを通じまして地目変更の依頼の

ほうをお願いしたいと思っております。 

続きまして、番号２２ の賃借料についてですが、総額３万円という事です。契約書のほうが間違っ

ていたようでございます。１０ａ当たり１２０００円ということでございます。 

以上報告させていただきます。 

 

 

１59回奥出雲町農業委員会総会を行います。 

議事に入ります前に、奥出雲町農業委員会会議規則第８条の定めにより、本日の出欠者の報告を

いたします。本日の欠席者は１名、出席者１７名 過半数に達しておりますので本日の総会は成立

いたします。 

次に、奥出雲町農業委員会会議規則第２５条の定めにより議事録署名者の指名を行います。本日

の議事録署名委員は、8番 松原 委員、９番 佐伯 委員にお願いをいたします。 

それでは議事に入ります。上程いたします議題は日程のとおりであります。 

第１号議案から第５号議案まで、順次行います。 

報告第１号、「農地の合意解約に関する届出について」を上程いたします。事務局は説明して下さ

い。 

 

報告第１号、「農地法第１８条第６項および農地法施行規則第１２条の２の規定により、下記の届

出について受理したことをここに報告する」平成３０年５月２３日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在、△△△△他 7筆、地目は登記簿、現況ともに田、面積 518㎡他で計 7,936

㎡。賃貸人氏名 〇〇〇〇、住所、△△△△、賃借人氏名 〇〇〇〇、住所、△△△△、解約届

出日平成 30年 5月 7日、解約成立日、土地引渡時期はいずれも平成 30年 1月 10日、解約の理

由、賃借人の都合による。 

 

以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。 

報告事項ですので、質疑は行いません。 

  

次議案第１号 非農地証明交付申請の承認についてを上程いたします。 

事務局説明してください。 

 

 

議案第１号、「農地法第２条第１項の規定により、下記農地の非農地証明申請があったので意

見を求める。」平成３０年５月２３日提出 奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 △△△△他 3筆、地目は登記簿、田、現況、山林または原野、面積 220

㎡、計 1,232㎡です。権利種別 非農地証明、所有者氏名〇〇〇〇、住所 △△△△。非農地の

事由 昭和 50年代後半から農地として利用を行っておらず、現在原野化、山林化している。申請

地は△△地区△△△△自治会地内の農地です。現地調査につきましては、4月 23日に△△地区
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の 2名の農業委員、推進委員の方において実施しました。現地は長年耕作がされていないため、

山林化、原野化しており、農地への復旧は困難と思われます。 

 

番号２、農地の所在 △△△△、地目は登記簿、畑、現況、山林、面積 164㎡。権利種別 非農

地証明、所有者氏名 〇〇〇〇、住所 △△△△。非農地の事由 荒神さんが鎮座されている土

地と先祖から伝えられており、農地として利用しておらず、現在、山林化している。申請地は△△

地区△△自治会地内の農地です。現地調査につきましては、4月 23日に△△地区の２名の農業

委員、推進委員の方において実施しました。現地は長年耕作がされていないため、農地への復旧

は困難な山林と思われます。 

 

番号３、農地の所在 △△△△、他 2筆、地目は登記簿、畑、現況、山林、面積 26㎡で合計

1,024㎡。権利種別 非農地証明、所有者氏名 〇〇〇〇、住所 △△△△。非農地の事由 昭

和 50年代半ば頃から農地として利用を行っておらず、山林化している。 

申請地は△△地区△△自治会地内の農地です。現地調査につきましては、4月 23日に△△地区

の２名の農業委員、推進委員の方において実施しました。現地は長年耕作がされていないため、

農地への復旧は困難な山林と思われます。 

 

番号４、農地の所在 △△△△、他 1筆、地目は登記簿、田、現況、山林、面積 185㎡と登記

簿、畑、現況、山林、面積 28㎡。権利種別 非農地証明、所有者氏名 〇〇〇〇、住所 △△△

△。非農地の事由 昭和 56年頃、道路改良工事により田、畑もわずかとなっており、使用しておら

ず、山林化している。 

申請地は△△地区△△自治会地内の農地です。現地調査につきましては、5月 1日に△△地区

の 4名の農業委員、推進委員の方において実施しました。現地はのり面であり、農地への復旧は

困難な山林と思われます。 

 

番号５、農地の所在 △△△△、他 3筆、地目は登記簿、田、現況、山林、面積 115㎡、計

266.32㎡。権利種別 非農地証明、所有者氏名 〇〇〇〇、住所 △△△△。非農地の事由 □

□の道路改良、調整池整備による残地であり、耕作できず、原野化、山林化している。申請地は

△△地区△△自治会地内の農地です。現地調査につきましては、5月 2日に△△地区の 3名の

農業委員、推進委員の方において実施しました。現地は工事等の残地であり、耕作できない農地

で、長年耕作していないことから、原野化、山林化しております。 

 

番号６、農地の所在 △△△△、地目は登記簿、田、現況、山林、面積 3,946㎡。権利種別 非

農地証明、所有者氏名 〇〇〇〇、住所 △△△△。非農地の事由 先代から耕作しておらず、

山林化している。 

申請地は△△地区△△自治会地内の農地です。現地調査につきましては、5月 2日に△△地区

の 3名の農業委員、推進委員の方において実施しました。現地は、長年耕作していないことから、

雑木が生い茂り、山林化しております。 

 

番号７、農地の所在 △△△△、地目は登記簿、田、現況、山林、面積 416㎡外で計 1,161㎡。

権利種別 非農地証明、所有者氏名 〇〇〇〇、住所 △△△△。非農地の事由 数十年耕作

しておらず、山林化している。 

申請地は△△地区△△自治会地内の農地です。現地調査につきましては、5月 2日に△△地区

の 3名の農業委員、推進委員の方において実施しました。現地は、長年耕作していないことから、

雑木が生い茂り、山林化しております。 

 

番号 8、農地の所在 △△△△外 1筆、地目は登記簿、畑、現況、山林、原野面積 263㎡外で

計 293㎡。権利種別 非農地証明、所有者氏名 〇〇〇〇、住所 △△△△。非農地の事由 平

成 7年頃から農地として利用しておらず、山林化している。 

申請地は△△地区△△自治会地内の農地です。現地調査につきましては、5月 10日に△△地区

の 5名の農業委員、推進委員の方において実施しました。現地は、長年耕作していないことから、

山林化しております。 
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番号 9、農地の所在 △△△△外 6筆、地目は登記簿、田、畑、現況、山林、面積 109㎡外で

計 1133㎡。権利種別 非農地証明、所有者氏名 〇〇〇〇、住所 △△△△。非農地の事由 

道路改良時の残地のため、耕作できず、山林化している。 

申請地は△△地区の□□□□近辺の農地です。現地調査につきましては、5月 10日に△△地区

の 5名の農業委員、推進委員の方において実施しました。現地は、長年耕作していないことから、

山林化しております。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

事務局の説明が終わりました。 

議案第１号 番号１から番号３につきまして一括担当委員の補足説明をお願いいたします。 

２１番 〇〇委員 

 

２１番が説明いたします。１番につきましてですが、△△自治会ですけど作業場の上の一番

高いところの３００メーターくらい入ったところの家の斜め下のところにため池がありましてその上

のほうの田んぼでございます。ため池から下のほうは耕作がなされていますがその、上は雑木

に覆われていまして跡形もないような状態でございます。２番についてですが △△自治会の

〇〇〇〇さんですね。〇〇さんは作業場の近くですが、下の畑はきれいに管理されてますがそ

の隣接したところは、ここに書いてありますように荒神さんがあるようでございまして、行ってみま

したが、相当荒れていまして本人もおっしゃってる通り、耕作された覚えがないという事でしても

う木に覆われていて原野化していました。３番の〇〇さんですけれども、実家のほうはもう空き家

になっておりまして田んぼのほうは作ってもらっておられますが、畑のほうは下の５、 ６００メート

ル離れてまして□□へ上がるところのあたりにありまして山林と同化していまして木も生えており

まして、とても耕作は不可能な状態です。 

したがって１から３まで耕作不可能と判断しましたので、よろしくお願いいたします。 

 

担当委員の補足説明が終わりました。 

議案第１号番号１について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします 

挙手全員 

よって議案第１号番号１について承認することに決しました。 

 

次、議案第１号番号２について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします 

挙手全員 

よって議案第１号番号２について承認することに決しました。 

 

次、議案第１号番号３について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします 

挙手全員 

よって議案第１号番号３について承認することに決しました。 
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次議案第１号番号４について担当委員の補足説明をお願いいたします。 

２８番 〇〇委員 

 

番号４のほう〇〇が説明させていただきます。現地のほうですが□□線の△△地内の□□□

□の横から△△に向かって行く町道がございます。３００メーターくらい入りますと△△川がありま

す。そこにかかる□□□□がございますが、そこから△△に向かって２００メートルあたりのところ

にあるのが、申請地の田です。そこの橋から２００メートル下ったところに畑のほうがあります。田

のほうですが現地確認しましたところ、ほとんどが法面という状態でして平らなところがなく、それ

と畑のほうですか現場のほうですが、雑木、竹のほうが生い茂っておりまして耕作はできないとい

う状況でございます。ご審議のほうよろしくお願いいたします。 

 

担当委員の補足説明が終わりました 

議案第１号番号４について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします 

挙手全員 

よって議案第１号番号４について承認することに決しました。 

 

次、議案第１号番号５から番号８まで一括担当委員の補足説明をお願いいたします。 

１６番 〇〇委員 

 

番号５につきましては △△の△△自治会内にある農地でございまして、平成１０年ごろです

けれども△△にダムが建設されるという事からダムの移転団地を造成する必要があるという事で

□□□□が造成されておりますが、そこへつながる道が町道沿いにある農地でございます。 

   道路ができた時点で１０ｍくらい耕作されていたところよりも埋め立てて道路がついて道路がつ

いておりますが、埋め立てた田んぼの道路敷地になった残地がこの３筆の番地でございまして

道路の法部分の下に３筆残っています。道路の法部分についても二十数年たっておりますの

で、松の木や雑木が生えておりましてその続きに所有者が言われて初めて分かったようです。

あーこれは残地でしたかという事のようです。道路の法面と何ら変わらないような状況で松の木

やらが生えている状況で非農地としての申請もやむを得ないなという判断を農業委員、推進委

員と事務局との４名でそういう結論にいたったというのが５番でございます。 

   番号６についても所有者は同じ〇〇さんでして理由はほぼ一緒ですけれども場所が違いま

す。□□□□の造成地に調整池ができて、調整池と暮地側との間に残った面積７６㎡でして本

人さんもここに自分の土地が残っていたとは知らなかったという事で、現況を見てみますと調整

池と川との間に原野状になったとこがございますが、この土地のことでして、これもやむを得ない

なという風に判断しました。 

   番号７につきましては△△自治会でして申請者は〇〇〇〇さんでございますが、旦那さんが

お亡くなりになりまして、長年体調を崩しておられまして〇〇さんが看病しておられましてすでに

３０年くらい耕作しておられませんで、土地については〇〇さんの家の裏にある水田でございま

して形状としては両方が山林でして１筆で４反です。ヨシが生い茂って、湿田という状況で長年

耕作しておられないという事から非農地と判断しました。 

   番号８につきましては、△△自治会でございまして〇〇さんもほぼ〇〇さんと同い年。旦那さ

ん同士は同級生でございましたけども、〇〇さんも一昨年ご主人を亡くされて二十数年看病し

てこられた家庭でございます。若い人は国家公務員で県内を転勤という形のようです。以前は

畑でございますので、麦なり大豆なりがわれわれ子供のころは耕作して利用されていらっしゃい

ましたけど。現在は自宅の奥というか土蔵の奥にある畑でその上は山。下は田んぼです田んぼ

については他の人が耕作しておられますが、畑部分につきましてはすでに木が生えてこれにつ

いても農地としての復元は無理だという事で非農地という事で何ら問題はないという調査をさせ

ていただきました。以上ご報告申し上げます。 
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   担当委員の補足説明が終わりました。 

 議案第１号、番号５と番号６について一括質疑ございませんか。 

 （はいの声） 

 承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

一括承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第１号番号５、番号６について一括承認することに決しました。 

 

次、議案第１号番号７について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第１号番号７について承認することに決しました。 

 

次、議案第１号番号８について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第１号番号８について承認することに決しました。 

 

議案第１号番号９について担当委員の補足説明をお願いいたします。 

３８番 〇〇委員 

 

  ３８番 〇〇が補足説明をさせていただきます。 

場所ですが、国道を△△方面に上がっていただいて途中□□□□から５ｋｍくらいのところに 

川を挟んで左手に□□□□の生コンの跡がございます。そこからさらに１ｋｍほど上がりますと旧

道と今の国道が交わるところがございまして、その交わった部分、旧道のほうへ２０ｍくらい下がっ

たところを左手山側のところへ上がったところの土地でございます。 

△△△△から説明いたします。旧道から急勾配なところをあがっていきますと、途中に右側に

畑、左側に水田がございます。以前は畑として使用されておりましたが、今頃は機械も大きくなっ

たりしまして急勾配のところでございますから、畑という事で平坦だったということもございまして、

機械の回転場に現実使っていらっしゃるという事でございます。まあ、回転場がないと機械が斜

めになって危険だという事で途中鉄板を渡して水路の上を通るというような危険なところでござい

ます。そこをさらに１０ｍくらい上がったところにＪＲが走っております。そこを渡ったところがこの△

△△△の土地ですけれども、すでに雑木が生えておりまして山林化しているという状況でござい

まして大型機械などが入ることもできませんし今回非農地の申請が出ております。〇〇さんのご

自宅もそこからわずか４，５０ｍの国道の下のところにございまして、住まいは△△のほうでして月

に一回帰れるかどうかという状況でございまして。今回の非農地申請以外の農地につきましては

地元の法人のほうで維持管理をしているという事でございますので、ご承認をいただきますように

よろしくお願いいたします。 

 

 担当委員の補足説明が終わりました。 

議案第１号番号９について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 



-７- 

 

 

 

 

 

 

３９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

２７番 

 

 

 

 

 

 

 

よって議案第１号番号９について承認することに決しました。 

 

次、議案第１号番号１０、番号１１について一括担当委員の補足説明をおねがいいたします。 

３９番 〇〇委員 

 

３９番〇〇が説明させていただきます。５月１０日でございましたが△△地区の農業委員の皆さ

んと推進委員の皆さん３名と局長の６名で現地確認をさせていただきました。まず場所でございま

すが、△△地内でございます。□□□□の反対側を入っていただきますと□□□□さんの工場が

ございます。工場の真上のほうに位置している土地でございまして。開発畑が上にございまして、

その取り付け道路が拡張されたときにその残土で法を埋められたところがあります。その法面には

木も生えているという状態でございます。そしてその隣のほうでございますが、竹藪になっておりま

す。田んぼとしても、畑としてもできるものではございませんので、非農地として確認しましたことを

ご報告いたします。よろしくお願いいたします。 

 

担当委員の補足説明が終わりました。 

 議案第１号番号１０、番号１１について一括質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第１号番号１０、番号１１について承認することに決しました。 

 

次、議案第２号 農地の所有権移転等許可申請についてを上程いたします。３条申請です。 

事務局説明してください 

 

議案第２号、農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。平成３０

年５月２３日提出 奥出雲町農業委員会 会長。 

 

番号１、農地の所在 △△△△外 1筆、地目は登記簿 現況ともに畑、面積は 157㎡。権利種

別、３条有償移転です。譲渡人氏名 〇〇〇〇、住所 △△△△、経営面積はご覧の通りです。

譲受人氏名 〇〇〇〇、住所 △△△△、経営面積はご覧の通りです。なお、対価につきまして

は総額 300,000円です。 

 

この案件につきましては、「周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生

ずる恐れはなく、譲受人の経営農地は全て耕作されており、機械の保有、農作業の従事状況等

からみて全ての農地について効率的に利用できるもの」と見込まれます。従って、農地法第３条第

２項の不許可要件各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしているものと考えます。ご

審議よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。 

議案第２号 番号１について担当委員の補足説明をお願いいたします。 

２７番 〇〇委員 

 

所有者の〇〇さんは△△にお住まいで元々この農地につきましてはお兄さんの所有でござい

ました。場所は△△自治会内でございまして、□□□□の真反対にあります。お兄さんが５年くら

い前に亡くなられまして相続人がいないという事で妹さんが相続されました。△△からなかなか毎

週のようにあがって管理ができないということで隣接する格納庫所有する〇〇さんに所有権を移

転したいという事でございます。総額３００,０００円となっておりますが、土地代が７６,０００円でその

他登記費用等がありまして総額３００,０００円という事でございます。審議のほどよろしくお願いいた

します。 
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担当委員の補足説明が終わりました。 

議案第２号番号１について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

 

はい、〇〇委員 

 

これは農地として利用する申請ですか 

 

もちろん 

 

今、格納庫がどうとか言われましたが 

 

隣接した格納庫があるという事です 

 

倉庫を建てるための移転ではございません。 

 

３０万円というのが理解しにくくて 

 

畑より諸費用のほうが高いという事ですが、その場合総額３０万円と書くのが妥当かどうかとい

う事になりますが。今後は土地についてが、審議の内容ですので、諸費用などは含めない金額

を申請の際に記入いただくように委員さんからも指導のほうをよろしくお願いいたします。 

 

他に質疑ございませんか 

（はいの声） 

議案第２号番号１について可とすることに異議ございませんか 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第２号番号１について可とすることに決しました。 

 

次、議案第３号 農地の転用許可変更申請について、を上程いたします。４条申請です 

事務局説明してください。 

 

議案第３号、農地法第４条第１項の規定により、下記農地の申請があったので意見を求める。

平成３０年５月２３日提出 奥出雲町農業委員会 会長。 

 

番号１、農地の所在、△△△△、地目は登記簿、現況ともに畑、面積 10㎡。申請人氏名 〇〇

〇〇、住所 △△△△、転用目的 墓地、施設 墓地、転用理由は、現在の墓地は、家から離れ

た山林の中にあり、管理が困難なため。除地については平成 29年 12月 22日に許可となってい

ます。 

 

番号２、農地の所在、△△△△、地目は登記簿、現況ともに畑、面積 121㎡。申請人氏名 〇

〇〇〇、住所 △△△△、転用目的 露天駐車場、施設 露天駐車場、転用理由は、追認 申請

地は元実家があった土地であり、とり壊しにあわせ跡地を駐車場として利用するため。除地につい

ては平成 29年 12月 22日に許可となっています。 

顛末書を読みます。 

 

   番号１、2のいずれも、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地であ

ることから、第２種農地と判断いたしました。許可条項は、農地法第４条第６項第２号に規定する

「申請地に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を

達することが出来ない場合の代替性なし」に該当するものと考えます。 

 

以上ご審議よろしくお願いいたします。 
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事務局の説明が終わりました。 

議案第３号番号１について担当委員の補足説明をお願いいたします 

１６番 〇〇委員 

 

説明いたします。申請人の〇〇さんは△△自治会の方でして現在のお墓は、 

自宅から７、 ８００ｍくらい離れたところにあります。小高い丘の上にありまして、高齢化で不

便だという事で、自宅の近くに移転したいという事でございます。申請があったところは、 

△△の町から公民館の裾を通って△△へ越える町道がございますが、その道路端にある〇

〇さん所有の畑でございます。自宅から１００ｍくらい△△寄りでございますけれども、 

□□□□の上手といいますか１００ｍくらいの場所でございますが、その畑を一部転用して、

分筆して墓地にしたいという事でございまして。日照他の問題はございません。そういう環境

の中での墓地でございます。他に８件くらい墓地がございます。特に問題はないと思います。

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

担当委員の補足説明が終わりました。 

議案第３号番号１について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第３号番号１について承認することに決しました。 

 

次、議案第３号番号２について担当委員の補足説明をお願いいたします。 

１４番 〇〇委員 

 

 説明いたします。〇〇〇〇さんは現在こちらに住んでおられないわけで△△△△のほうで

ございます。この案件でございますが△△△△地内にございまして、△△の町のほうから△

△に向かって行きますと△△の入り口というようなところにありましてそのあたりに□□□□が

ございましてその裏側に□□□□がありますがその裏の土地でございます。この畑の並びに

ご自宅がございまして。〇〇さんの祖父母がずっと住んでおられましたが２０年くらい前にお

亡くなりになられそれ以来空き家になっていましたけど平成２２年に家屋を解体撤去整地され

たときに畑も一緒に整地されまして、畑に戻そうと思えば戻せないわけではありませんが、ま

あ、作る人もいませんので申請に至ったわけでございます。現在は駐車場として〇〇〇〇さ

んが借りておられますが、だいたいいろいろ含めて 8アールくらいになりますが、購入して引

き続き駐車場として利用したいという意向でございます。排水又、境界について〇〇さんと隣

接地の方の立ち合いを求めて確認したところでございますけれども、雤水等の排水は将来〇

〇さんがＵ字溝を敷設したいという事でございます。畑だけじゃなく敷地を含めて約 8アール

の境界のことですけれども、〇〇さんがこちらに帰られたときに三者で協議し将来のために互

いに確認されたところでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

担当委員の補足説明が終わりました。 

議案第３号番号２について質疑ございませんか。 

（はいの声） 

私から尐し。 

どうも８アール土地があるという事でございますが、まあ普通ですと申請人が駐車場とかそう

いうことについて申請するというのが多いわけですが、 

今回は８アールのものを駐車場にしてまた〇〇〇〇に販売をするという事がございますけれ

どもそういうことについて、なんの問題もないでしょうか 

 

〇〇さんは土地がないわけでして畑を購入することはできないと、思っております。 
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それは、 ですから、〇〇さんが駐車場にしておいた。それを今度は何年か経ってから他の

人が買ったという事はありますが、初めに販売する契約をしておいてそういうことをするという

事が妥当かどうか。そのことを事務局にちょっとお願いいたします。 

 

あらかじめ販売目的の転用という事であれば通常ですと 5条申請かなと思われます。 

 

はい。委員のみなさんのご意見がございましたら。どうぞ 

 

はい、〇〇委員 

 

はい。余分なことを言う必要はないですけれども、こういう状況が奥出雲町中であるわけです

よ。もう他出をして、宅地農地を問わず非常に荒廃が進んでいると。確かに農地法上の農地

として維持していくというのは大切なことですけれども、現実問題引き受け手がないわけで

す。そういうものをこれからどのようにしていくかという事も併せて農業委員会としてはこれから

考えていかなくてはいけん時期が来てるんじゃないかと思います。 

もう私の集落自身も１８戸ありましたが、６戸くらい他出しています。今日も非農地証明が出ま

したけれども。戦時中の食糧不足時代に猫の額ほどの農地を耕して食糧を確保して。今度

は食糧が余るようになって。今はもうショッピングセンターにいって買った方ほうが早いわとい

う状況が現実にあるわけです。そうすると農地がどんどん荒れていってるのが現実です。 

今年も利用状況調査がありますが、何が出てるかという事は皆さんが一番よくご存じだと思い

ます。私のところにもある農家さんが相談しに来られました。勧告して済むようなら勧告してく

ださい。それで農地中間管理機構が持って行ってごすならと。何とかしてしてくれと。任せる

けん、と。おっしゃる方もおられます。ですので手続き問題としては〇〇さんが買うという事を

前提に進んでるわけないでしょ。使えんところがある、遠くにおられる、意思の疎通もできな

い、ほっとけば荒れる。  利用上今、そこは畑とは知らずに埋めて平らになってるから車を止

めてある。じゃあ、ここをどうするか。集落からすれば荒らさないようにするにはどうすればい

いかという手順があるわけですよ。手順を進めていけば、まあ今日も顛末書が出ております

が、これは知らずのうちにそこを埋めちょったと。せっかくそこがあいちょうけん、車を止めるよ

うにしちょったと。でも△△の方からすればちょっと何とかしてもらえんだらーか。という話にな

るわけですよ。それはまた〇〇さんのところに相談があったりして手順を踏んで売るなりなん

なりして、それはもう所有者の権利じゃないかと思います。そこらへんのあり方を委員会のほう

でも検討してもらって、誰もがこれからそういう問題に直面しますので、統一した見解を出して

ほしいと思います。そこらへん、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

   はい。今〇〇委員からのお話がありましたように、いろんなところでこういう問題が起こってお

りますけれども、なにせ、われわれ農業委員会は農地をどうするか、法に基づいてその権限を

託されている機関でございますので、今こうだから仕方がないわ、法律がどうあろうと、こうだと

いうわけにもいきません。そういう状況の時にはなるべく法に沿って、申請を出していただい

て、裏では売買契約ができているというような話をしないでやっていただきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

それでは議案第３号番号２について承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

  可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

  挙手全員 

  よって議案第３号番号２について承認することに決しました。 

 

次、議案第４号 農用地利用集積計画の承認についてを上程いたします。利用権設定です。

事務局説明してください。 

 

議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集

積計画の決定について意見を求める」平成３０年５月２３日提出 奥出雲町農業委員会 

会長。 
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  番号１ 農地の所在 △△△△ 地目 登記簿現況ともに畑 面積５６２㎡ 内容は新規で

す。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りです。 利用権

の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りです。 利用目的は畑 

期間は７年７か月 使用貸借です。 

 

  番号２ 農地の所在 △△△△ 地目 登記簿現況ともに畑 面積１３４３㎡ 内容は新規で

す。 利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りです。 利用

権の設定を受ける者  〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りです。 利用目的

は畑 期間は７年７か月 使用貸借です。 

 

  番号３ 農地の所在 △△△△外１筆 地目 登記簿現況ともに畑 面積は５６２㎡他合計１

９０５㎡ 内容は転貸です。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご

覧の通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通

りです。 利用目的は畑 期間は７年７か月 使用貸借です。 

 

  番号４ 農地の所在 △△△△外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積１４０５㎡ 

他合計７２８４㎡ 内容は再設定です。利用権を設定する者 〇〇〇〇  住所 △△△△ 経

営面積はご覧の通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面

積はご覧の通りです。利用目的は田 期間は５年１１ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米６１ｋｇで

す 

 

   番号５ 農地の所在 △△△△外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積１３２０㎡他合計３７

３０㎡ 内容は再設定です 利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご

覧の通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の

通りです。 利用目的は田 期間は４年１１ヶ月 １０a当たりの賃借料は８,０００円です。 

   

   番号６ 農地の所在 △△△△外４筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は８０４㎡他合計３

８７８㎡ 内容は再設定です。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営 面積

はご覧の通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧

の通りです。 利用目的は田 期間は４年１１ヶ月 １０a当たりの賃借料は７,７００円です。 

 

   番号７ 農地の所在 △△△△外１筆 地目 登記簿現況ともに田 面積１８８６㎡他合計５８

７７㎡ 内容は新規です。 利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご

覧の通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の

通りです。 利用目的は田 期間は９年１１ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米３０㎏です。 

 

   番号８ 農地の所在 △△△△外１筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は３６６５ｍ他合計

６５２８㎡ 内容は再設定です 利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 

経営面積はご覧の通りです。利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面

積はご覧の通りです。 利用目的は田 期間 １０年１か月です。１０ａ当たりの賃借料は玄米２

５kgです。 

 

 番号９ 農地の所在 △△△△外８筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は２１２２㎡他合計１

５４５８㎡ 内容は新規です 利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご

覧の通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通

りです。 利用目的は畑 期間は４年７か月 １０a当たりの賃借料は１５,０００円です。 

 

番号１０ 農地の所在 △△△△外８筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は２１２２㎡他合計

１５８４㎡ 内容は転貸です。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご

覧の通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通

りです。 利用目的は畑 期間は４年７か月 １０a当たりの賃借は１５,０００円です。 
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番号１１ 農地の所在 △△△△外１筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は１７４０㎡他合計

３２２４㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご

覧の通りです。利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通り

です。 利用目的は田 期間は５年 １０ａ当たりの賃借料は玄米３０㎏です。 

 

番号１２ 農地の所在 △△△△外４筆 地目 登記現況ともに田 面積６８７㎡他合計８００８

㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の

通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りで

す。 利用目的は田 期間は７年、１０ａ当たりの賃借料は１３,０００円です。 

 

番号１３ 農地の所在 △△△△外４筆 地目 登記現況ともに田 面積６８７㎡他合計８００８

㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の

通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りで

す。利用目的は田 期間は７年１０ａ当たりの賃借料は１３,０００円です。 

 

   番号１４ 農地の所在 △△△△外１筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は９１７㎡他合計１

８１８㎡ 内容は新規です。 利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご

覧の通りです。利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通り

です。 利用目的は田 期間は６年９か月 １０ａ当たりの賃借料は玄米３０㎏です。 

 

   番号１５ 農地の所在 △△△△外１筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は９１７㎡他合計１

８１８㎡ 内容は転貸です。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご

覧の通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通

りです。 利用目的は田 期間は６年９か月 １０ａ当たりの賃借料は玄米３０㎏です。 

 

   番号１６ 農地の所在 △△△△ 外４筆 地目 登記簿現況ともに畑 面積１４３２㎡他合計

１３７５７㎡ 内容は再設定です。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積

はご覧の通りです。利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の

通りです。利用目的は畑 期間は６年９か月 １０a当たりの賃借料は３,０００円です。 

 

   番号１７ 農地の所在 △△△△外４筆 地目 登記簿現況ともに畑 面積１４３２㎡他合計１

３７５７㎡ 内容は転貸です。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご

覧の通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通

りです。 利用目的は畑 期間は６年９か月 １０a当たりの賃借料は３,０００円です。 

 

   番号１８ 農地の所在 △△△△ 地目 登記簿現況ともに畑 内容は新規です 

 面積は３４０㎡ 利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りで

す。利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りです。利用権の

設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りです。利用目的は畑 期

間は６年９か月 １０a当たりの賃借料は３,０００円です。 

 

   番号１９ 農地の所在 △△△△ 地目 登記簿現況ともに畑 面積は３４０㎡ 内容は転貸

です。 利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りです。 利

用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通りです。 利用目的

は畑 期間は６年９か月 １０a当たりの賃借料は３,０００円です。 

 

  番号２０ 農地の所在 △△△△外１筆 地目 登記簿現況ともに田 面積１７３９㎡他合計２７

４７㎡ 内容は新規です。 利用権を設定する者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご

覧の通りです。 利用権の設定を受ける者 〇〇〇〇 住所 △△△△ 経営面積はご覧の通

りです。 利用目的は畑 期間は９年１１ヶ月 １０a当たりの賃借料は６,０００円です。 

 

  以上の案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の条件である「全

ての農用地を効率的に耕作する、農作業に常時従事する事、農用地利用集積計画の内容が



-１３- 

 

 

 

 

 

 

 

６番 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

２５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７番 

 

 

基本構想に適合するものであること。」の要件を満たしているものと考えます。 

以上、ご審議の程宜しくお願い致します。 
 

 事務局の説明が終わりました。 

 議案第４号番号１から番号３まで一括担当委員の補足説明をお願いいたします。６番〇〇委員 

 

  ６番の〇〇が補足説明させていただきます。場所ですが、△△△△から△△線を 2ｋｍくらい上

がってもらいますと、△△の集会所があります。その付近の畑です。〇〇さんは今△△のほうに

お住まいですけれども、こちらのほうへはほとんど帰ってこられませんで、農地のほうは、□□□

□のほうにおまかせという風になっております。〇〇さんは△△になっておりますが、実家のほう

はおばあさんと娘さんでお住まいです。ここのほうから、この 2件□□□□のほうにお願いしてそ

れを転貸で□□□□のほうに維持管理をお願いするという事でございます。ご審議お願いいた

します。えごまの栽培をするという事でございます。以上です。 

 

 担当委員の補足説明が終わりました。 

 議案第４号番号１から番号３について質疑に入ります。 

 質疑ございませんか 

 （はいの声） 

 承認することに異議ございませんか 

 （はいの声） 

 承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

 挙手全員 

 よって議案第 4号番号１番号２番号３について承認することに決しました。 

  

 次、議案第４号番号４について担当委員の補足説明をお願いいたします。 

２５番 〇〇委員 

 

説明いたします。場所は△△自治会内でございます。△△△△□□□□から△△の町方面

向かいますと△△川と国道が交差するところ。交差点 △△川 の近くに１筆水田がございま

す。 そこからさらに□□□□のほうに進むと細い道があります。交差点のところに〇〇〇〇さん

のご自宅がございます。そこから約３０ｍくらいでしょうか、奥のほうへ入ります。〇〇〇〇さんご

自宅があります。そのご自宅の道の下のほうに２筆ほど水田があります。もう一か所ですけれど

も、農道を□□方面に１ｋｍくらい行きますと左手に１筆あります。計４筆です。 

  〇〇〇〇さんは、□□のほうに出ておられまして家はございますが実際は空き家状態です。〇

〇〇〇さんは以前、農業委員もされていました。△△集落営農の組合長さんをやっておられま  

した。自らも、△△、町自治会 △△のほうでも耕作されておりまして委託作業もされていまして、

かなり大掛かりな耕作をされていますので、私もしょっちゅう手伝いをさせていただいています。  

というような状況でございます。何ら問題はないと思います。ご審議お願いいたします。 

 

  担当委員の補足説明が終わりました。 

  議案第４号番号４について質疑に入ります。 

  質疑ございませんか 

  （はいの声） 

  承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

  挙手全員 

  よって議案第４号番号４について承認することに決しました。 

 

  次、議案第４号番号５から番号７について一括担当委員の補足説明をお願いいたします。 

  ２７番 〇〇委員 

  

   それでは２７番、〇〇が説明させていただきます。番号５、番号６につきましては、農地は△△

地区△△地内、国道△△△号を 1.5ｋｍあがったところに〇〇さん 〇〇さんの農地があります。 

  〇〇さんは皆さんご存知かと思いますが、５年前に新規就農で奥出雲町に来られまして水田を
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やりながら、△△のほうで民泊、綿花、コットンの栽培等 しておられます。５年がたったという事で 

  再設定ですし、問題ないかと思います。機械の保有状況を見ていただくとわかりますように昔な

がらの大型機械に頼らない農法で無農薬で米を栽培しておられます。次に番号７ですがこの農

地は△△地区△△自治会の中にございます。〇〇さん〇〇さんともに自治会のメンバーでござ

います。〇〇さんは□□□□という事で幅広くコメを栽培販売をしていらっしゃいます。この度の

農地は〇〇さんの農地に隣接している〇〇さんの農地を耕作するという事でございまして、 

  問題はないと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

  担当委員の補足説明が終わりました。 

  議案第４号番号５、番号６について一括質疑に入ります。 

  質疑ございませんか 

  （はいの声） 

  可とすることに異議ございませんか 

  （はいの声） 

  可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

  挙手全員 

  よって議案第４号番号５、番号６について一括可とすることに決しました。 

   

  次、番号７について質疑に入ります。 

  質疑ございませんか 

  （はいの声） 

  可とすることに異議ございませんか 

  （はいの声） 

   可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします 

  挙手全員 

  よって議案第４号番号７について可とすることに決しました。 

 

  次、議案第４号番号８について担当委員の補足説明をお願いいたします 

  １６番 〇〇委員 

 

   １６番〇〇が補足説明させていただきます。場所は△△地内でして、△△にある農地でござい

ます。受け手の〇〇さんは△△でございますが、〇〇〇〇さんの娘さんが嫁いだところです。 

  〇〇さんは夫婦ふたりだけですでに９０が近い年齢となっています。ただ、〇〇〇〇さんは元気

でございまして田んぼの周りの草刈等は手伝っているという状況で、これまでも娘婿の〇〇さん

に耕作してもらっているという状況です。コメの出荷、肥しの注文等も〇〇さんのところで行って

いるという事で〇〇さんは現在小作料をもらって、若干の田んぼの周りの草刈とか水管理をやっ

ておられるという事でございまして高齢と農業者年金の受給の関係でもあるという事です。再設

定ですし問題はないという事でございます。〇〇さんのところと田んぼまでの通作距離は△△と

△△ですけれども４ｋｍ未満という事です。△△△△の方でして△△の中でも最も△△に近いと

ころです。以上です。よろしくお願いいたします。 

 

  担当委員の補足説明が終わりました。議案第４号番号８について質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

  （はいの声） 

  承認することに異議ございませんか 

  （はいの声） 

  承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

  挙手全員 

  よって議案第４号番号８について承認することに決しました。 

 

  次、議案第４号番号９、番号１０について一括担当委員の補足説明をお願いいたします。 

  １１番 〇〇委員 
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１１番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３４番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

  １１番〇〇が番号９，１０について補足説明させていただきます。〇〇さんですが△△自治会  

でして  町道△△線を入りまして、二軒目でございます。その近辺にある圃場でございます。 

これまでも□□□□のほうで耕作しておられましたけれども、今回〇〇さんの田んぼを□□□□

が集積をして１０番で□□□□へ転貸するという案件でございます。特に問題はないと思いま

す。宜しくお願いいたします。 

 

  担当委員の補足説明が終わりました。 

 議案第４号番号９、番号１０について関連がございますので一括質疑に入ります。 

 ９番で公社のほうに集積して１０番で□□□□のほうへ転貸する案件でございます。 

 質疑ございませんか 

 （はいの声） 

 一括承認することに異議ございませんか 

  （はいの声） 

  承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

  挙手全員 

  よって議案第４号番号９、番号１０について一括承認することに決しました。 

 

  次、議案第４号番号１１について担当委員の補足説明をお願いいたします。 

  ３４番 〇〇委員 

 

  両 〇〇さんとも△△の△△△△でございます。〇〇〇〇さんは熱心な農家さんでございまし

たが、ちょっと体調を崩しておられます。今は3軒に作っていただいております。今回その一つ、

〇〇〇〇さんです。家は隣ですが、100ｍほど離れております。田んぼが隣り合わせでございま

して熱心にやっておられまして、田植えの時には息子さんや、成人した孫娘さんや一緒にがん

ばっておられました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  担当委員の補足説明が終わりました。 

 議案第４号 番号１１について質疑に入ります 

 質疑ございませんか。 

 （はいの声） 

 承認することに異議ございませんか 

 （はいの声） 

 承認すること賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

 挙手全員 

 よって議案第４号番号１１について承認することに決しました。 

 

 次、議案第４号番号１２、番号１３について一括担当委員をお願いいたします 

 ４０番 〇〇委員 

 

  〇〇が補足説明させていただきます。〇〇さんでございますが、△△のほうでお住まいでござ

いまして、△△は実際実家があるわけでございますが、空き家でございます。それでこの度□□

□□さんにお願いし、□□□□が転貸で耕作されるものでございます。今までは〇〇さんのお

隣でありました〇〇さんが小作でやっておられましたが、この度お返しになりこういう状況となりま

した。よろしくご審議お願いいたします。 

 

 担当委員の補足説明が終わりました。 

 議案第４号番号１２、番号１３について一括質疑に入ります。 

 質疑ございませんか 

 （はいの声） 

 承認することに異議ございませんか。 

 （はいの声） 

 一括承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

 挙手全員 
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４３番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５番 

 

 

 

 

 

 

議長 

 よって議案第４号番号１２、番号１３について承認することに決しました。 

 

 次、議案第４号番号１４から番号１５まで一括担当委員の補足説明をお願いいたします。 

 ４３番 〇〇委員 

 

説明させていただきます。14番、15番に関しましては□□□□を通じて□□□□さんが耕作

するという案件でございます。場所は△△の一番奥のほうでございまして、県道が△△のほうへ

通じておりますは尐し行ったら△△△というようなところでございます。□□□□さんの方は、た

くさん集積して△△自治会のほうでもたくさん耕作しておられますので、これまでと同じく問題は

ないと思いますので、宜しくお願いいたします。 

 

担当委員の補足説明が終わりました。 

   議案第４号番号１４、番号１５について質疑に入ります。 

   質議ございませんか 

   （はいの声） 

   承認することに異議ございませんか。 

   （はいの声） 

   一括承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

   挙手全員 

   よって議案第４号番号 14、番号１５について一括承認することに決しました。 

 

   次、議案第４号番号１６から番号２０まで担当委員の補足説明をお願いいたします。 

   １５番 〇〇委員 

 

    15番〇〇が補足説明させていただきます。△△と△△のちょうど間のところに峠があります。

この度の 16番と 18番の開発場は□□□□と申しまして峠のところにある畑でございます。 

造成当時はブドウを作っていたわけですが、だんだん耕作放棄地になってまいりまして平成２１

年度耕作放棄地再生利用交付金を持ちまして、現状に付されたということでございます。それを

□□□□さんが□□□□からの転貸でそばを栽培されるという事でございます。18番で新規とな

っておりますが、畑の地番を精査したところこれだけが落ちていたそうです。今まで作っておられ

ましたが、それだけ落ちていたという事でこの度新規となっております。 

  よろしくお願いいたします。 

   

担当委員の補足説明が終わりました。 

議案第４号番号１６から番号１９まで関連がありますので、一括質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

一括承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第４号番号１６から番号１９まで一括承認することに決しました。 

 

次、議案第４号番号２０について担当委員の補足説明お願いいたします 

 

説明させていただきます。△△の△△自治会のちょうど真ん中あたりにありますのがこの度の申

請地になります。新規契約の案件でございます。〇〇さんは老夫婦でございます。この田んぼは２

筆でございまして、圃場整備がしてございませんので今年の耕作をいろいろ試案しておられまし

た。耕作放棄地になってはいけませんので、何とかしてあげんといえんという事で同じ△△自治会

の〇〇〇〇さんを代表といたしまして中山間地直接支払い関係の皆様に耕作をお願いしたという

事でございます。よろしくお願いいたします。 

 

担当委員の補足説明が終わりました。 
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議長 

 

 

 

２７番 

 

 

議案第４号番号２０について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第４号番号２０について承認することに決しました。 

 

次、議案第５号 「奥出雲農業振興地域整備計画について」を上程いたします。 

事務局説明してください。 

 

それでは、お手元の資料でございます。奥出雲農業振興地域整備計画変更理由書をご覧く

ださい。今回２通りご用意させていただいております。徐地と用途区分変更の２種類ございま

す。まず徐地のほうからご説明させていただきます。年に２回ございますうちの第１回目の申請

分でございます。まず４ページ目をご覧ください。全部で１７件、筆数で言いますと１８筆、 

面積ですと 2120㎡が今回の申請内容でございます。内容につきまして、  整理番号、地目、

面積 土地の所有者、事業計画者、除外の理由の順に読み上げさせていただきます。 

１、 △△△△、 畑、１０５１㎡内４３５㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇 一般住宅 

２、 △△△△、 田、５６㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇、 宅地拡張 

３、 △△△△、 畑、６７８㎡内８８㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇、 宅地拡張 

４、 △△△△、 田、４０６㎡うち１５８㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇、 耐震性貯水槽 

５、 △△△△、 畑、４４㎡ 故、〇〇〇〇、〇〇〇〇、 合併浄化槽 

６、 △△△△、 畑、５６㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇 、駐車場 

７、 △△△△、 畑 １０㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇 、墓地 

８、 △△△△、 田 １０㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇 、墓地 

９、 △△△△、 畑 １１８㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇 、宅地拡張 

１０、 △△△△、 畑 ２４２㎡内６㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇、 携帯電話アンテナ基地局 

１１、 △△△△、 畑 ９０㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇、 宅地拡張  

１２、 △△△△、 畑 ２８１㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇、 宅地拡張 

    △△△△、 田 ７４㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇 、宅地拡張 

１３、 △△△△、 畑 ３１６㎡内１２㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇、携帯電話アンテナ基地局 

１４、 △△△△、 田 ５７２㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇、 一般住宅 

１５、 △△△△、 田 ５４６㎡内６㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇、 携帯電話アンテナ基地局 

１６、 △△△△、 畑 １２８㎡内１０㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇、 墓地 

１７、 △△△△、 田 ９４㎡ 〇〇〇〇、〇〇〇〇 、宅地拡張 

 

  以上が申請内容でございます。詳細につきましては、２ページ以降 要件確認表 及び位置

図 並びに土地利用計画図を添付しておりますのどでご確認のほうよろしくお願いいたしま

す。次に用区分変更につきましてご説明いたします。１件ございました。４ページ目をご覧くだ

さい。 

１、 △△△△、 畑 ３０９㎡ ここで訂正をお願いします。内、事業面積は１２０㎡でございま

す。土地の所有者計画者ともに〇〇〇〇 変更の理由 農業用施設用地です。 

以上でございます。 

 

事務局の説明が終わりました。 

今年度、春の徐地の関係でございます。今記載されているものを皆様方に担当地域を精査

いただきまして、変更要件確認表もよく見ていただいて、質疑があれば随時受け付けますの

で、宜しくお願いいたします。時間を置きます。 

 

いいですか 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい。〇〇委員 

 

  農地区分の中で整理番号８番と１２番が第１種農地となっていますが、これはたぶん、圃場整

備した田んぼだと思いますが、改良区との協議は終わっておりますでしょうか。 

 

事務局お願いします 

 

はい。１種農地の件でございますが、関係課等に確認いたしましたが、６ページ、７ページの⑤

に記載しておりますが、どちらも８年以上経過しておりますので、問題ないという事で確認しており

ます。よろしくお願いいたします。 

 

はい。他に質疑ございませんか。 

（はいの声） 

ないようでしたら、採決に移りたいとおもいます。 

議案第５号奥出雲農業振興地域整備計画の変更について意見を求める、これは勝田町長から

の提出でございますが、この案件について承認することについて異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第５号について承認することに決しました。 

ありがとうございました。 

 

以上をもちまして、本日上程した議案はすべて終了いたしました。 

次回の農業委員会総会は 6月の２2日金曜日、９時から横田、ここで行いますのでよろしくお願い

をいたします。 

 

 【その他】 

・農業委員会会長研修会での農業会議との意見交換会について 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

平成３０年  月  日 

 

 

    議 長    １８番                       ㊞   

 

 

 

    議事録署名委員     ８番                       ㊞    

 

 

 

    議事録署名委員     ９番                       ㊞     


